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■平成20年度各種会計決算の総括�
区  分�

※老人保健会計における不足額は、翌年度歳入充用金で補てんされています。�
※企業会計における不足額は、病院会計は過年度分損益勘定留保資金や一時借入金などで、水道会計は当年度分および
過年度分損益勘定留保資金などで補てんされています。�

※企業会計における収益的収支のうち、収益的収入は水道料収入や病院の入院、外来の診療収入など。支出は材料費や
電気料、職員の給与など。�

　また、資本的収支のうち、資本的収入は企業債や水道工事負担金収入など。支出は病院の医療機器の購入や水道管布
設などの投資的経費と企業債の元金償還金など。�

歳出�
総計�789億3,304万円�789億3,304万円�歳出�
総計�

歳出�

市税�
230億2,329万円�
（54.1％）�

市債�
32億6,010万円（7.7％）�

諸収入�
28億3,332万円�
（6.7％）�

国庫支出金�
29億2,993万円（6.9％）�

地方交付税�
16億4,034万円（3.9％）�

地方特例交付金ほか�
8億9,980万円（2.1％）�

地方消費税交付金�
11億7,991万円 （2.8％）�

繰越金�
17億10万円（4.0％）�

繰入金�
7億3,252万円（1.7％）�

使用料および手数料�
6億367万円（1.4％）�

分担金および負担金�
4億8,757万円（1.1％）�

財産収入ほか�
4億4,066万円（1.0％）�

県支出金�
21億7,143万円（5.1％）�

土木費�
58億2,113万円�
（14.1％）�

民生費�
87億7,462万円�
（21.3％）�

総務費�
46億886万円�
（11.2％）�

衛生費�
43億5,604万円�
（10.5％）�

教育費�
62億2,903万円�
（15.1％）�

公債費�
63億2,088万円�
（15.3％）�

消防費�
15億4,368万円 �
（3.7％）�

農林水産業費�
16億7,230万円 �
（4.1％）�

労働費�
11億2,876万円 �
（2.7％）�

議会費�
3億771万円 （0.7％）�

災害復旧費�
4,020万円 （0.1％）�

商工費�
4億8,655万円 （1.2％）�

歳入額 

歳出額 412億8,976万円��

425億6,216万円��

■一般会計 歳入・歳出の内訳■�
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自主財源 �
市が自ら調達することができる収入。市税をはじめ、基金などからの「繰入金」、
保育料などの「分担金・負担金」、市営運動施設使用料などの「使用料・手数料」。�

依存財源�
自主的に収入できる自主財源に対し、国や県の決定や割り当てに基づい
て収入するもの。�
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市民一人当たりでは・・・�

※一般会計決算をもとに、平成21年4月1日現在の人口115，504人で試算してあります。�
�

総務課（　21-1133）�

 425億6,216万円 412億8,976万円 104.0 12億7,240万円�
 97億6,238万円 94億5,142万円 100.3 3億1,096万円�

 9億7,912万円 9億7,959万円 11.8 －47万円�

 8億4,978万円 8億4,576万円  402万円 �

 68億1,081万円 67億9,629万円 106.4 1,452万円�

 2億8,355万円 1億8,187万円 145.9 1億168万円�

 1億2,544万円 1億2,500万円 100.5 44万円�

 2,433万円 1,736万円 91.3 697万円�

 33億1,143万円 32億9,922万円 89.1 1,221万円�

 2億2,793万円 2億2,784万円 109.6 9万円�

 1億8,494万円 1億8,494万円 60.9 0万円�

 3億2,080万円 3億2,080万円 158.6 0万円�

 204万円 59万円 66.3 145万円�

 7万円 5万円 100.0 2万円�

 509万円 319万円 126.1 190万円�

 887万円 777万円 73.4 110万円�

 29億7,487万円 29億796万円 100.9 6,691万円�

 9億521万円 18億6,849万円 120.3 －9億6,328万円�

 88億3,757万円 96億5,752万円 98.2 －8億1,995万円�

 4億3,141万円 7億6,762万円 37.3 －3億3,621万円�

 786億780万円 789億3,304万円 93.0 －3億2,524万円�

都市計画税が使われる事業とその財源内訳（平成20年度）�
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都市計画事業の�
地方債償還：10億7,671万円�

区画整理等：8億8,188万円�

下水道：8億3,464万円�

街路：1億6,698万円�

�

一般財源：10億136万円�

都市計画税：17億1,508万円�

負担金その他：2億3,356万円�
地方債：4億1,350万円�
国庫（県）支出金：2億9,269万円�

都市計画事業費等合計�
36億5,619万円�

都市計画税の使途�
　都市計画税は、都市計画事業に要する費用
に充てるために課税される目的税です。�
　平成20年度は街路、公園、下水道、区画整
理などの各事業と都市計画事業のために借り
入れた地方債の償還に充てられています。�

決算報告�決算報告�
わがまちの  家計簿�

　平成20年度一般会計・特別会計決算がまとまり、9月の市議
会定例会で認定されました。6月の市議会定例会で認定された
企業会計決算と合わせると、歳入総額は、786億780万円、
歳出総額は、789億3,304万円となっています。�

平成20年度�

掛川市�

国 民 健 康 保 険 �

老 人 保 健 �

後期高齢者医療保険�

介 護 保 険 �

公 共 用 地 取 得 �

駅 周 辺 施 設 管 理 �

簡 易 水 道 �

公 共 下 水 道 事 業 �

農業集落排水事業�

浄化槽市町村設置推進事業�

温 泉 事 業 �

上 西 郷 財 産 区 �

桜 木 財 産 区 �

東 山 財 産 区 �

佐 束 財 産 区 �

一 般 会 計 �

収益的収支�

資本的収支�

収益的収支�

資本的収支�

地方譲与税�
6億5,952万円�
　　　　（1.5％）�

－�

公園：5億3,261万円�

�

その他：1億6,337万円�
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わがまちの家計簿�

�

市では、一般会計の地方債借入額
を当該年度の元金償還額未満に抑
制しており、その結果、普通会計の
地方債残高が22.2億円減少しました。
また、一部事務組合等地方債残高も
5.4億円減少しました。�
一方、公共下水道事業債に対する
繰出見込額は、15.4億円増加しま
した。�
�

《1年間の負債の推移》�

掛川市の財政の健全性を示す5つの指標�

掛川市が将来負担すべき負債について�

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により、平成20年度決算に基づく4つの健全化判
断比率および公営企業の資金不足比率を算出しました。�
本年度は、病院事業会計において資金不足比率が発生しましたが、いずれの指標も基準を下回り、健全性
が保たれていることを示しています。今後も健全な財政運営に努めていきます。�

①実 質 赤 字 比 率 普通会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率�
②連結実質赤字比率 全会計を対象とした実質赤字額（または資金不足額）の標準財政規模に対する比率�
③実質公債費比率 普通会計が負担する起債の元利償還金および準元利償還金の標準財政規模に対する比率�
④将 来 負 担 比 率 普通会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率�
⑤資 金 不 足 比 率 公営企業の資金不足額の事業規模に対する比率�
※普通会計とは、一般会計および公共用地取得特別会計、掛川駅周辺施設管理特別会計、温泉事業特別会計の4会計を合算したものを言います。�
※標準財政規模とは、標準的な状態で通常収入されるであろう一般財源（市税や地方譲与税など）の規模を言います。�

【健全化判断比率】� 【資金不足比率⑤】�

 平成20年度決算 早期健全化基準 財政再生基準�

実質赤字比率（①） －　　 11.99% 20.0%�

連結実質赤字比率（②） －　　 16.99% 40.0%�

実質公債費比率（③） 16.7% 25.0% 35.0%�

将来負担比率（④） 132.7% 350.0%

 資金不足比率 経営健全化基準�

病院事業会計 1.2% 20.0%�

水道事業会計 － 20.0%�

簡易水道特別会計 － 20.0%�

公共下水道事業特別会計 － 20.0%�

農業集落排水事業特別会計 － 20.0%�

浄化槽市町村設置推進事業特別会計 － 20.0%

※「－」は、資金不足額がないことを意味します。�

※「－」は、実質赤字額および連結実質赤字額がないことを意味します。�

・地方債の償還等に充当可能な基金 54.9億円�
・地方債の償還等に充当可能な歳入  158.8億円�
・地方債残高に係る普通交付税�
  基準財政需要額算入見込額 388.3億円�
�

　負債額の算出について、昨年度までは市独自に算出した債務総額をお知らせしていましたが、�
平成19年度に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が施行され、�
将来負担額（将来負担すべき負債額）の算出方法が全国一律に統一されましたので、�
平成20年度決算から、この将来負担額をお知らせします。�
�

将来負担額�
907.5億円�

・普通会計の地方債残高 476.7億円�
・債務負担行為に基づく支出予定額 111.2億円�
・他会計地方債残高（普通会計負担分） 196.1億円�
・一部事務組合等地方債残高（普通会計負担分） 43.9億円�
・退職手当負担見込額 68.0億円�
・土地開発公社長期借入金（普通会計負担分） 11.6億円�
�

将来負担比率算定上、�
将来負担額から�
控除することの�
できる財源�

602.0億円�
�


